
令和 4 年 10 月 1 日以降の中央公民館の新型コロナウィルス感染症対策 

項 目 内 容 

飲食について 館内での水分補給以外の飲食はできませんが、イベン

ト時等において公民館が指定する場所での飲食は可

とします。ただし、「黙食を原則とする」・「対面の場合

は相互に 2m 以上距離を取るか、アクリル板で仕切

る」・「飲食した場所の消毒は利用者自身が行う」を遵

守してください。 

発熱・風邪等の症状がある場合に

ついて 

原則として入館できません（避難所開設時等を除く）。 

入館時の検温・名簿記入について 原則として利用者全員に実施。ただし、配達・配送業

務等及び窓口対応のみの場合は省略可。 

館内でのマスク着用 基本的に着用をお願いします。ただし、講演会・イベ

ント等で講演者・出演者等と観衆の間に隔壁又は

2.5m 以上の距離がある場合、講演者・出演者等はマ

スクなしを可とします。 

換気について 1 時間のうち、10 分程度は最低でも 2 方向の窓を開

けて換気してください。 

図書室について 自習等による滞留はできません。 

入口ドアは常時開放とします。 

給湯室について 原則として利用できません。 

調理実習室について 原則として利用できませんが、対面による調理作業が

ない場合は応相談。 

各部屋の最大同時使用人数につ

いて 

活動内容によって人数を区分（次頁の表を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★公民館各室の最大同時使用人数について 

室 名 
大声又は活発な動作を主体

とする活動 

大声又は活発な動作を主

体としない活動 

講堂（ホール） 58 名 117 名 

研修室（和室 大） 34 名 68 名 

調理実習室 × 12 名 

講座室（和室 中） 17 名 34 名 

視聴覚室（洋室 中） 17 名 34 名 

講義室（洋室 中） 17 名 34 名 

集会室（和室 小） 8 名 16 名 

第 1会議室（洋室 小） 6 名 12 名 

図書室 × 17 名 

※「大声又は大きな動作を主体とする活動」 

 大声…参加者の多数がほぼ同時に通常会話より大きな音量で継続的に発声する活動。 

 大きな動作…参加者の多数がほぼ同時に継続的な動作・位置移動等を行う活動。 

※会場内において、大声・大きな動作が少数の講師・司会・出演者等に限られ、観衆は継続

的に発声・動作をしない場合は、「大声・大きな動作を主体としない活動」とします。 

※ただし、上記の場合は常時開扉・開窓による換気及び、発声・動作と観覧のエリア間に、

アクリルボード等の隔壁の設置、又は 2.5m 以上の距離を取ることを条件とします。 


